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『移動の制約の解消が社会を変える』
に学ぶ地域交通政策の視点
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必要性

クターベネフィットの導入

構成と内容

本稿の課題は

クロスセクター

は

， 年７月に出版された

によって発表さ

，関口

ベネフィットの考え方に依拠

じ め に

『移動の制約の解消が社会

れた研究報告書，

陽一・関口みのり訳，近代文芸社

して，地域交通政策の視点を

を変える』（ 年に

）において提示された

整理することにある。

交通問題は，

従来は，モー

きおこす外部経

１．交

視点の置き方によって様々に

タリゼーションの進展にとも

済という視点から，「自動車

通問題の諸相

表現される。

ない，クルマという交通手段

三悪」＝交通事故・交通公害・

への社会的な依存が引

交通難がとりあげられ

た。昨今では，

衰退，生活交通

交通分野にお

びバス事業分野

び「道路運送法

形で実施された

高齢社会の進展を背景として

の危機，公共交通空白地域の

ける規制緩和の推進，とりわ

における規制緩和は，「鉄道

」の改正（ 年５月公布

。具体的には，これまでの需

高齢者の足の確保という視点

拡大という側面から問題を提

け日常の生活における交通を

事業法」の改正（ 年５月公

年２月施行）にもとづく需給

給調整規制下における路線免

にたって，公共交通の

起されることが多い。

担う鉄道事業分野およ

布 年３月施行）およ

調整規制の廃止という

許制度が廃止され，参
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入（許可制へ

ように変更さ

を導入するこ

『移動の制約の解消が社会を

）・退出（届出制へ）が自由に

れた。その目的は，事業者を

とによって，サービス水準を

変える』に学ぶ地域交通政策の視

なり，運賃も上限の範囲内で

国による管理・監督から解

向上させることにあるとさ

点（森田）

あれば事前届出制ですむ

放し，事業者間の自由競争

れている。しかし，参入の

自由化は，多

だし，退出の

公共交通の

需要の不足・

老パス給付の

いバス路線の

次に，生活

様なサービス提供の可能性と

自由化は公共交通空白地域を

衰退は，主としてモータリゼ

減少を原因として発生する。

存廃問題，そして，地方鉄道

廃止など公共交通事業の経営

交通の危機とは，通勤・通学

ともに過当競争やクリーム

ますます拡大しつつある。

ーションの進展にともなう

それは，都市部の公営交通

（地方の中小私鉄や第３セクタ

をめぐる問題群として提起

や日常的な買い物，通院な

スキミングの危険性をうみ

当該公共交通手段に対する

の赤字や民間委託問題，敬

ー鉄道）の路線廃止，乗合

される。

ど日常的な交通行動に必要

な交通手段の

を根本原因と

補助形態の変

第３に，公

現象する問題

スの路線廃

住区域が拡大

い発生する交

供給不足の問題である。その

する当該の生活交通を担うべ

更にもとづく交通サービスの

共交通空白地域の拡大といわ

を「地域」という視点から空

止によって，バス停から

しているという問題である。

通問題のことである。

原因は，モータリゼーショ

き交通手段に対する需要の

供給停止によって発生する

れる問題は，生活交通の危

間的に捉えた表現である。

以内，鉄道や軌道の駅から

つまり，公共交通サービス

ンの進展や産業構造の転換

減少と規制緩和政策による

。

機，公共交通の衰退として

通常，地方鉄道や乗合いバ

以内に含まれない居

の供給範囲の縮小にともな

このように

根底的に規

（最近は，都市

分類されてき

施設配置に規

通過疎の特徴

のでもない。

，「地域」という一定の空間

定する人口規模に応じて，大

近郊部における人口減少地域を

た。しかし，人々の交通行動

定されるがゆえに，大都市内

を示す地区も生まれている。

それゆえ，問題状況を的確に

的範囲を前提として捉える場

都市交通問題，地方都市の交

も含めて「ルーラル地域の交通

の反映である交通需要は，

部においても，乗合いバス

ましてや，交通行動の範囲

捉え，問題に対処するため

合，従来は，交通需要を

通問題，過疎地交通問題

問題」とも言われている）に

土地利用とそれにともなう

路線の廃止問題が浮上し交

は行政区域内におさまるも

には，人々の日常の交通行

動を基礎に形

は単独）地域

考える。

それはとも

動に頼らざる

になる。つま

分類において

成される，交通集中地域，

で構成される政策上の地域単

かくとして，上記いずれの場

を得ず，クルマによる移動が

り，今日の交通問題において

「社会的弱者」に位置づけら

都市地域，郊外地域および交

位としての「交通圏」を設定

合にも，当該区域に居住す

不可能な場合には，著しい

，もっとも深刻な影響を被

れる高齢者と障害者である

通不便地域の複数（あるい

することが有効であると

る住民は，クルマによる移

移動制約下におかれること

るのは，社会経済的階層の

ことはいうまでもない。

残念ながら

ゆえ，以下に

我が国においては，障害者の

おいては，高齢者を対象とし

交通問題を包括的に扱った

た資料のみをもとに論をす

資料は見当たらない。それ

すめる。

（ ）



立命館経済

２．高齢者

学（第 巻・第４号）

をめぐる交通問題

もちろん，高

成 年に行った

上の高齢者の外

％，家族等の運

るのは，高齢者

ること，４割強

齢者だからといって，すべて

「高齢者の住宅と生活環境に

出手段は，徒歩 ％，自分

転する自動車 ％，電車

の日常生活圏が徒歩圏内であ

の人々が公共交通を利用して

の人が移動制約下にあるわけ

関する意識調査結果」（重複

で運転する自動車 ％，自

％，タクシー ％である

ること，自分でクルマを運転

いるということである。

ではない。内閣府が平

回答）によれば， 歳以

転車 ％，バス

。ここから明らかにな

する人が３割以上もい

また，平成

までの年齢層の

る。都市規模別

していることか

していると判断

モータリゼー

とによって，中

を含む商業集積

年の同調査では，自分でクル

約６割が， 歳から 歳の人

にみると，都市規模が小さく

ら，都市規模が小さく公共交

できる。

ションの進展は，人口の郊外

心市街地における商業機能の

地区の販売額およびシェアも

マを運転する高齢者の運転頻

でも半分が「ほとんど毎日運

なるほど，「ほとんど毎日運

通の整備水準が低いほど高齢

化と大型ロードサイドショッ

衰退をもたらした。商業統計

， 年をピークとして減少

度では， 歳以上 歳

転する」と回答してい

転する」の比率が上昇

者のクルマ利用が増大

プの立地を促進するこ

によれば，中心市街地

している。それによっ

て，ひとが集ま

シャッター商店

線廃止がすすめ

わけである。

このような生

の免許保有率を

で全体の１割強

り，商業その他の業務が集積

街が登場することとなった。

ば，高齢者もクルマなしには

活環境の変化およびモータリ

年々増大させている。 年

を占めるにいたった。それに

する場所としての中心市街地

このような「まち」において

必要最低限の生活物資すら調

ゼーションの洗礼を受けた世

末には， 歳以上の免許保

ともない，死亡事故件数も増

の衰退が引き起こされ

，さらに公共交通の路

達できなくなるという

代の高齢化は，高齢者

有者数は約 万 人

加し，若者による死亡

事故が 年前の

経済新聞， 年

『交通安全白

を切っている。

どり， 年以

全死者数に占め

いる。さらに，

４割に減少したのに比べて

２月 日付夕刊）。

書』によれば，道路交通事故

しかし，全体の死者数に占め

降， 歳の若者の割合を

る割合が初めて ％を超え，

死亡事故の発生状況をみると

，高齢者のそれは 倍に達し

の死者数はここ数年減少を続

る 歳以上の高齢者の割合は

越えて最大多数を占めるよう

歳の若者とあわせて全

，自動車乗車中の事故が最も

たと報じられた（日本

け， 年以降１万人

，年々増加の一途をた

になった。 年には，

体の半分強を構成して

多く，全体の ％を

占めている。そ

け，自動車運転

発生状況第２位

高齢者にとっ

ことがよくわか

空間の確保（環

のうち，最も多いのは 歳以

中の事故の増加が著しく，

（第１位は歩行中である）へと

て，自らクルマを運転するこ

る。高齢社会にとっての交通

境面での持続可能性），高齢者

上の高齢者であり，全体の

年以降，自転車乗車中を抜

浮上した。

とによる移動の自由の行使は

政策の課題は，高齢者にとっ

が利用しやすい公共交通に対

％を占める。とりわ

き，高齢者の死亡事故

，命がけの行為である

ての健康で安全な生活

する支援のしくみづく
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り（経済・財

平なアクセシ

ての人にとっ

『移動の制約の解消が社会を

政面での持続可能性），「社会的

ビリティの保障（社会面での

て利用しやすい公共交通とす

変える』に学ぶ地域交通政策の視

弱者」である高齢者の社会参

持続可能性）である。この３つ

べての人が住みやすい社会

点（森田）

加を可能にするための公

が実現されたとき，すべ

が実現するであろう。

需給調整規

主催し，当該

った。これま

３．交通問題への対

制の廃止により加速された地

路線の沿線自治体が交通事業

で，路線の設置や廃止は国の

応と地域交通政策立案の必

方鉄道や乗合いバス事業の

者と協議する場としての地

認可事項であり沿線自治体

要性

路線廃止に際しては，県が

域協議会の設立が必要とな

のあずかり知るところでは

なかった。し

る地域協議会

にまたがる地

るようになっ

ようになった

いまだ検討を

それはとも

かを見ておく

かし，地方分権の推進とあい

での存廃議論，代替交通確保

域交通政策の立案・遂行にお

たのである。このような事態

。しかし，その概念規定に関

要するところである。

かくとして，上述したような

。市町村がまず取り組んだの

まった規制緩和の実施によ

方策の検討など行政区域と

ける責任は，基礎自治体で

を背景として，地域交通政

しては，明確に「交通圏」

交通問題に対して，どのよ

は，小型バスを用いたコミ

って，県が主催して開催す

しての地域内および地域間

ある市町村に重くのしかか

策という言葉も多用される

を意識したものではなく，

うな対応がとられているの

ュニティバスの導入である。

年の東

コミュニティ

拠法，運賃や

齢者や身体障

として，地方

地方自治体が

ちなみに，中

京都武蔵野市による「ムーバ

バスブームがもたらされた。

補助のあり方は地域ごとに

害者が公共施設・病院に行き

公共団体が運行に関与して

中心となって，地域の必要に

部運輸局管内におけるだけで

ス」の運行開始とその成功

しかし，コミュニティバス

実にさまざまであり，コミュ

やすくするなど，地域住民

いる乗合いバス」（国土交通省

応じて運行するバスがコミ

も，コミュニティバス運行

が火付け役となり，全国に

の運行目的，運行主体，根

ニティバスの定義は，「高

の交通の利便性向上を目的

）とされている。つまり，

ュニティバスなのである。

自治体数は， 年３月の

市町村か

も日々増加し

公共交通空

動が展開され

生じている。

ュニティバス

その他，国

ら 年３月までのわずか１

続けている。これは全国的な

白地域の拡大につれて，全国

ており，首長が選挙公約とし

とりわけ，高齢化により自動

導入の大きな原動力となって

土交通省や関西学研推進機構

年間で前年の 倍の 市町村

傾向である。

各地においてコミュニティ

てコミュニティバス導入を

車の運転ができなくなる高

いる。

などの行政機関が中心とな

へと急増したが，その後

バスの運行を求める住民運

言わざるをえない状況まで

齢者の危機感は強く，コミ

って，バスを運行するだけ

の需要が見込

部におけるデ

徳島県上勝

け，住民ボラ

自家用車によ

では特区に限

めない中山間地などにおける

マンドバスやカーシェアリン

町や岐阜県の河合・宮川両村

ンティアがマイカーをタクシ

る有償運送いわゆる「白タク

り規制を緩め許可したもので

ボランティア輸送やデマン

グなどの実験も行われてい

では， 年 月以降，国

ー代わりに運行するサービ

」行為は道路運送法で禁止

ある。高齢化率が高く，既

ド型乗合いタクシー，都市

る。

の構造改革特区の認定を受

スを開始した。このような

されているが，国土交通省

存の公共交通機関が存在し

（ ）



ない過疎地にお

これら生活交

なければならな
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ける新しい公共交通のあり方

通を担う新しい公共交通導入

い点にある。国は，さまざま

学（第 巻・第４号）

として，今後全国に広がるこ

にかかわる最大の問題点は，

な実証実験に関しては補助金

とが予想されている。

市町村が赤字補 をし

を支給し支援する。し

かし，その運行

線に関しては国が

財政力が小さい

として負担する

る。

このような鯵

地域における協

実施に関する一切の責任は

補助し，複数の市町村をまたが

場合には，青森県鯵ヶ沢のよ

など，住民自身が「社会資本

ヶ沢のやり方は，行政と住民

働のしくみづくりとして大き

，当該市町村にある（複数の県

るような路線については国と県が

うに運行経費の一部を地区の

」としての交通手段を支える

のパートナーシップによる過

く評価されていることは，周

をまたがるような広域路

補助する）。それゆえ，

全世帯が「基本料金」

しくみが工夫されてい

疎バス運営形態つまり

知のところである。

４．地

私も専門部会

圏における今後

通」という副題

わる実践家でも

域交通政策のツールとし

委員と をつとめ，２年

の交通政策のあり方につい

がつけられている。この副題

ある最年少研究者委員の発案

てのクロスセクターベネフ

間の議論を経て平成 年３月

て』には，「みんなで“創り・

は，各地でコミュニティバス

によるものである。その意図

ィットの導入

日に答申した『中部

守り・育てる”公共交

の運行計画づくりに携

は，地域交通問題を解

決するためには

とが必要である

できないという

近年，住民自

て注目をあびて

は，公共財とし

民自身が自分た

当該地域の行政や交通事業者

こと，つまり，「自助」を前

現実を突きつけることにある

らが 組織をたちあげ，

いる。 法人「生活バス

てではなく，クラブ財として

ちの問題として交通問題をと

だけではなく，住民自らが計

提にしなければ，地域の公共

。

会員制によるコミュニティバ

四日市」がその典型例として

の公共交通サービスの提供で

らえるようになったことは大

画・運営に参画するこ

交通を維持することが

スの運営を行うなどし

挙げられる。この場合

ある。確かに，地域住

きな前進ではあるが，

「自助」の論理

う危険性を感じ

まうのである。

他方，当該市

多額の資金を投

要性を増大させ

公共サービスの

が強調されすぎ，公共交通を

る。公共交通が提供すべき

町村が公共交通の「平等性」

入しなければならない。高齢

つつあるが，現在は国家財政

切捨てが断行されつつある。

めぐる公的責任のあり方論が

「平等性」や「公平性」に関す

や「公平性」を保障しようと

社会の進展は，福祉分野を中

・地方財政の危機を理由とし

この状況下において，公共交

後景に退けられてしま

る議論が抜け落ちてし

した場合，公共交通に

心に公共サービスの必

て様々な分野における

通への資金投入に対す

る合意形成は非

しかし，『移

の考え方にもと

クターベネフィ

もたらす（しば

同書によれば

常に困難である。

動の制約の解消が社会を変え

づけば，この難問解決へ向け

ットとは，「ある部門でとら

しば節約となる）こと」である

，欧州においては， 年以

る』に紹介されているクロス

て大きく踏み出すことができ

れた（しばしば出費を伴う）行

。

降クロスセクターベネフィッ

セクターベネフィット

るのである。クロスセ

動が，他部門に利益を

トの研究が進展してい

（ ）



る。それらの

提供は，交通

を減少させる

『移動の制約の解消が社会を

研究によれば，障害者に対す

部門における支出を増大させ

。また，障害者の通勤問題の

変える』に学ぶ地域交通政策の視

る移動性の改善つまり誰も

るが，それ以上に訪問介護

解決は，障害者が仕事に就

点（森田）

が利用しやすい公共交通の

など福祉部門における支出

くことを可能とし，福祉補

助金の支給を

とっての利益

クロスセク

イギリスの統

って突き破る

裏づけを与え

地域（「交通

不必要とするばかりでなく，

を生み出すことになると指摘

ターベネフィットの考え方を

合交通政策（環境・福祉・教

ことのできない道路財源の一

ることなどが可能になるであ

圏」）に責任をもつ単独または

所得税と国民健康保険料収

している。

政策ツールとして活かすな

育政策と交通政策との統合）の実

般財源化とその活用，地方

ろう。クロスセクターベネ

複数の行政体が，「生活の質」

入の増大という社会全体に

らば，しばしば紹介される

現，縦割り行政の壁によ

鉄道の社会的便益に資金的

フィットの考え方は，当該

を構成する諸要素を提供

するおのおの

部門内・部門

最後になっ

構成は，第

の公共サービスのあり方を総

間での調整をおこなうことを

５．『移動の制約の解

たが，この本そのものの構成

１章 クロスセクターベネフ

合的に検討し，地域の実情

可能にする一つの政策ツー

消が社会を変える』の構成

と内容を紹介しておく。

ィットとは何か？ 第２章

に応じて優先順位をつけ，

ルとして大きな意味をもつ。

と内容

私たちは何について語っ

ているのか？

どこでクロス

推計 第６章

著者たちは

ュー調査を基

まとめている

年の調

第３章 どのようにしてク

セクターベネフィットは達成

未来への道 第７章 技術

， 年・ 年に著者らがお

本として，詳細な実態調査の

。その主要な部分を簡単に紹

査では，「非常に多くの満た

ロスセクターベネフィット

されるか？ 第５章 クロ

的付録 である。

こなった障害者と障害のな

結果にもとづくクロスセク

介すれば，以下のとおりで

されない移動の需要」の存在

は実現されるか？ 第４章

スセクターベネフィットの

い高齢者に対するインタビ

ターベネフィットの推計を

ある。

が示され， 年にロン

ドンで行われ

者が「自力で

ているものの

この「自力

を使いやすく

る）と同じ頻

すると試算す

た 人の障害者に対する現

移動していないこと」が示さ

，障害者は他の人に運転して

で移動していないこと」に着

改善することによって，障

度でバスを利用するように

る。次に，その利益がどこに

在の利用交通手段を問うイ

れたという。つまり，障害

もらっているのである。

目し，利用者が自力で移動

害者が健常者（障害者の外出頻

なれば，年間の路線バス利用

生じるのかを，通院や雇用

ンタビュー調査では，障害

者の多くが自動車で移動し

できる手段である公共交通

度は健常者の半分とされてい

者が ％から３％に増加

など障害者の生活全般にわ

たって細かく

その作業を

はじめその他

縮が車両の運

ることがバス

のに改善する

検証していく。

通して，公共交通を誰でもが

の人々にとっても利益をもた

行速度をはやめ運行経費の削

の乗降客数の増大に結びつく

ことは交通事業者にとっても

使いやすいものに改善する

らすこと，また，低床バス

減に結びつくこと，車両改

こと，したがって，公共交

便益をもたらす効果を持つ

ことが，障害者・高齢者を

の導入による乗降時間の短

善によりバスの機能を高め

通を誰でもが使いやすいも

ことを述べ，ひいてはそれ

（ ）



が社会全体の利

立命館経済

益につながるということを結

学（第 巻・第４号）

論づけている。

同書を紹介し

えがき」が最も

「本書は，公

減できるかの推

うモノの見方そ

お

た意義については，自費負担

適切に表現している。ここに

共交通を誰もが利用しやすい

計を中心テーマとしています

のものも重要です。このよう

わ り に

で翻訳を出版した関口陽一・

借用して，おわりにかえたい

ものとした場合に，社会全体

が，部門の枠を超えて社会全

な考え方にたてば，おのおの

みのり夫妻の「訳者ま

。

がどれだけの支出を削

体の利益を考えるとい

の施策の全体における

位置づけが明確

公共部門が多額

政運営を実現す

が不要かを峻別

ターベネフィッ

（同書２ ３ ）

になるので，従来の公共支出

の負債を抱えている今日，全

るためには，社会全体の目標

する必要があります。その際

トの考え方に基づき，個別の

のあり方が見直されることに

体として財政負担を増加させ

を設定し，その目標を達成す

に，ここの事業の影響を全体

事業を評価することが意味

なるかもしれません。

ることなく効率的な財

るには何が必要で，何

的に捉えるクロスセク

を持ってくるのです。」

（ ）


